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議会運営委員会  

 

   日 時   令和６年１２月９日（月）午後  時  分～ 

   場 所   全員協議会室  

 

１ 追加議案について 

（１）概  要 （別添） 

第２２号議案 財産の取得について 

 

（暫時休憩 幹事会へ） 

 

２ １２月１２日の議事等について 

（１）議事日程 

第１ 一般質問 

第２ 第１号議案から第２１号議案（質疑、付託） 

第３ 第２２号議案（提案理由説明、質疑、付託） 

（２）議事日程第２に係る質疑順序 

①         ②         ③          

（３）付託先 別紙付託表（その１）・（その２）のとおり 

◎各データはサイドブックスに格納 

 

３ 陳情・要望について 

（１）対外的情報省を設立し、食料危機に対応することを求める意見書の提出に 

関する陳情書 

＜総務文教常任委員会＞ 

（２）令和７年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い 

＜総務文教常任委員会＞ 

（３）令和６年度国民健康保険に関する要望書について 

＜環境市民厚生常任委員会＞ 

【裏面に続く】 
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（４）臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止 

するための法整備等を求める意見書提出の陳情 

＜総務文教常任委員会＞ 

 

４ 議員提案議案について 

（１）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

○提案日   １２月２０日（金） ＜最終日＞ 

○討論、表決 １２月２０日（金） ＜最終日＞ 

○発議者    （各会派の幹事長） 

○提案理由説明、質疑、付託（省略） 

 

５ その他 

（１）委員会（議案審査等）の日程 

１２月１３日（金）１０：００～ 総務文教常任委員会 

１６日（月）１０：００～ 環境市民厚生常任委員会 

１７日（火）１０：００～ 産業建設常任委員会 

      上記会議終了後 広報部会 

１８日（水）委員会予備日 

（２）意見書等提出期限 １２月１８日（水）１０：００ 

（３）討論通告期限   １２月１９日（木）１６：００ 

（４）次回の議会運営委員会等の日程 

１２月１９日（木）１３：００～ 議運事前調整（正副議長、正副委員長） 

１４：００～ 議会運営委員会・幹事会 

（５）議場改修について（予定） 

 工事期間：１２月２３日（月）から２月４日（火）まで（議場使用不可） 

※（    ）は過去の例 



令和６年１２月議会議案付託表（その１） 

 

付託委員会 

 

 

議案番号 

 

 

件                           名 

 

総務文教 

 常  任 

 

１ 

 

６ 

 

 

７ 

   

９ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 

 

 

令和６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

亀岡市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

亀岡市交流会館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

ガレリアかめおかに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市薭田野生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市大井生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市西別院生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市河原林生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンターに係る指定管理者の指定に

ついて 

 

環境市民 

 厚生常任 

 

１ 

 

２ 

 

５ 

 

８ 

 

１５ 

 

 

令和６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

令和６年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和６年度亀岡市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

かめおか乳幼児教育センター条例の制定について 

 

ふれあいプラザに係る指定管理者の指定について 

産業建設 

常  任 

 

１ 

 

３ 

 

４ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

２０ 

 

２１ 

 

 

令和６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

令和６年度亀岡市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

令和６年度亀岡市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

亀岡市土づくりセンターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市農業公園に係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市食肉センターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市都市公園（４２箇所）に係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市保津川水辺公園に係る指定管理者の指定について 

 

財産の無償譲渡について 

 



令和６年１２月議会議案付託表（その２） 
     

 

付託委員会 

 

 

議案番号 

 

 

件                           名 

 

総務文教 

 常  任 

 

２２ 

 

 

財産の取得について 

 



（案） 
 議第 号議案 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

亀岡市条例第２４号）の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

３１年亀岡市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１２月に支給する場合においては１００分の

１ ７ ０ 」 を 「 １ ２ 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は １ ０ ０ 分 の   

１７５」に改める。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を次のように改正する。 

 第 ５ 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ７ ０ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

１ ７ ２ ． ５ 」 に 、 「 １ ０ ０ 分 の １ ７ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

１７２．５」に改める。 

 

   附  則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和６年１２月１日から適

用する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （期末手当の内払） 

２ この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の規定に基づいて、令和６年１２月１日からこの条

例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例

による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の規定による期末手当の内払とみなす。 

別 紙 
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議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年亀岡市条例第24号)新旧対照表（第１条改正） 

現行 改正後（案） 

(期末手当) (期末手当) 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して

それぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して

それぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議

員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の

合計額に、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給す

る場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以

内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ

て、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議

員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の

合計額に、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給す

る場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以

内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ

て、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

(1) 6箇月の場合 100分の100 (1) 6箇月の場合 100分の100 

(2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 (2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 

(3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 (3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 

(4) 3箇月未満の場合 100分の30 (4) 3箇月未満の場合 100分の30 

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の

例によるものとする。 

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の 

例によるものとする。 

附 則 

（施行期日等） 

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。 

ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。 
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 （期末手当の内払） 

 2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の規定に基づいて、令和6年12月1日からこの条例の施行の日の

前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会

の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当

の内払とみなす。 
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議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年亀岡市条例第24号)新旧対照表（第２条改正） 

現行 改正後（案） 

(期末手当) (期末手当) 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して

それぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して

それぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議

員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の

合計額に、6月に支給する場合においては100分の170  、12月に支給

する場合においては100分の175  を乗じて得た額に、基準日以前6箇

月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応

じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議

員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の

合計額に、6月に支給する場合においては100分の172.5、12月に支給

する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇

月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応

じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

(1) 6箇月の場合 100分の100 (1) 6箇月の場合 100分の100 

(2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 (2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 

(3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 (3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 

(4) 3箇月未満の場合 100分の30 (4) 3箇月未満の場合 100分の30 

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の

例によるものとする。 

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の 

例によるものとする。 

 




